
「新宿区立小・中学校の通学区域、学校選択制度、 

適正規模及び適正配置の基本方針」 素案と基本方針との相違 

 

ページ 素 案 基 本 方 針 

P3 

11～ 12

行目 

（抽選時の兄弟姉妹優先の取扱い） 

 選択希望校に兄姉がいる場合に

おける抽選時の優先取扱いは、平成

25 年度新入学時より廃止します。

ただし、経過措置期間を設けます。 

 

選択希望校に兄姉がいる場合に

おける抽選時の優先取扱いは、平成

25 年度新入学時より廃止します。

ただし、5年間の経過措置期間を設

けます。 

 


